
資料７ 

平成２２年９月１日 

 

食品安全委員会での審議等の状況 

 

１．リスク管理機関からの意見聴取 

農薬名 委員会 意見聴取の内容 
アセタミプリド 2 度目、適用拡大 
クレソキシムメチル 初回、適用拡大、魚介類 
クロラントラニリプロール 2 度目、適用拡大、インポートトレランス

クロルピリホス 3 度目、魚介類 
スピロメシフェン 3 度目、適用拡大、魚介類 
チフルザミド 初回、魚介類 
トリフロキシストロビン 2 度目、適用拡大、魚介類 
ビフェントリン 3 度目、適用拡大 
ピリダリル 5 度目、魚介類 
フルチアニル 初回、新規登録 
プロベナゾール 初回、魚介類、暫定基準 
ハロキシホップ 初回、暫定基準 
メビンホス 初回、暫定基準 
ジカンバ 

2010/08/19（第 344 回）

初回、暫定基準、暫定基準（飼料） 
 
２．国民からの御意見・情報の募集 

農薬名 委員会 期間 
エタルフルラリン 2010 年 8 月 31 日より 9 月 29 日

ベンフルラリン 
2010/08/26（第 345 回） 

2010 年 8 月 26 日より 9 月 24 日

 

３．リスク管理機関への通知 

農薬名 委員会 通知日 ADI 
チオベンカルブ 2010/08/05（第 343 回） 08/05 0.009 mg/kg 体重/日 

 


